
着
実
に
進
展
す
る 

取
締
役
会
の
改
革

　

こ
れ
ま
で
日
本
企
業
の
取
締
役
会

は
社
内
取
締
役
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、

執
行
と
監
督
が
一
体
の
「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
・
ボ
ー
ド
」
で
あ
っ
た
。
今
回

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
お
も
な
狙
い

は
、
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任
と
活

用
を
通
じ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

・
ボ
ー
ド
」
へ
の
移
行
を
促
し
、
取

締
役
会
の
監
督
機
能
を
強
化
し
て
中

長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
を
実
現

す
る
こ
と
に
あ
る
。
わ
が
国
の
金
融

機
関
で
も
、
改
正
会
社
法
の
施
行
等

を
受
け
て
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任

が
一
気
に
進
ん
だ
。
機
関
設
計
や
委

員
会
の
設
置
、
取
締
役
会
議
長
と
代

表
取
締
役
の
分
離
、
議
事
運
営
な
ど

の
点
で
も
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
を
ふ
ま
え
た
改
革
の
動
き
が
着

実
に
進
み
始
め
て
い
る
。

①
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
み
る
と
、
現

時
点
で
上
場
銀
行
・
証
券
等
の
独
立

社
外
取
締
役
の
平
均
人
数
は
２
・
１

人
と
な
っ
た
。
ま
た
、
２
０
１
６
年

度
以
降
、
独
立
社
外
取
締
役
を
複
数

名
選
任
す
る
と
回
答
し
た
先
は
８
割

を
超
え
、
独
立
社
外
取
締
役
の
人
数

を
３
分
の
１
以
上
に
引
き
上
げ
る

（
予
定
・
検
討
中
を
含
む
）
と
回
答

し
た
先
は
２
割
近
く
に
達
し
て
い
る

（
図
表
１
）。

　

り
そ
な
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
で
は

独
立
社
外
取
締
役
が
取
締
役
会
の
過

半
数
を
占
め
、
喧
喧
諤
諤
の
議
論
が

行
わ
れ
て
い
る
。
独
立
社
外
取
締
役

の
意
見
を
フ
ル
に
活
用
し
、
お
客
さ

ま
目
線
で
の
営
業
店
づ
く
り
な
ど
の

改
革
を
進
め
て
き
た
こ
と
は
有
名
だ
。

メ
ガ
バ
ン
ク
や
地
域
銀
行
で
も
、
社

内
・
社
外
を
半
数
程
度
に
し
て
知
見

昨
年
５
月
の
改
正
会
社
法
の
施
行
、
６
月
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
適
用
開
始
を
受
け
て
日
本
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
実
践
段
階
に
入
っ
た
。
日
本
銀
行
で
は
、
金
融
機
関
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
現
状
を
評
価
す
る

と
と
も
に
、
来
年
度
の
株
主
総
会
に
向
け
て
、
今
後
の
課
題
、
実
務
的
な
留
意
点
な
ど
を
検
討
し
て
も
ら
う
た
め
、
上

場
銀
行
・
証
券
等
の
役
職
員
を
対
象
に
「
金
融
機
関
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
」
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
・
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
た
。
参
加
し
た
上
場
銀
行
・
証
券
等
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
（
有
効
回
答
96
先
、２
０
１
６
年
１
月
初
時
点
）

や
、
セ
ミ
ナ
ー
で
紹
介
さ
れ
た
実
践
事
例
な
ど
か
ら
、
わ
が
国
の
金
融
機
関
で
は
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任
と
活
用

が
進
み
、「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」
へ
の
移
行
に
向
け
た
取
組
み
が
本
格
化
し
は
じ
め
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
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を
集
め
、
議
論
を
戦
わ
せ
な
け
れ
ば
、

経
営
環
境
の
変
化
に
対
応
し
き
れ
な

い
と
考
え
る
経
営
者
が
現
わ
れ
始
め

た
。

②
機
関
設
計
の
変
更

　

機
関
設
計
の
点
で
は
、
こ
れ
ま
で

日
本
独
自
の
監
査
役
会
設
置
会
社
を

採
用
す
る
先
が
主
流
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
今
回
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を

契
機
に
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
指
名
委
員
会
等
設

置
会
社
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社

へ
の
移
行
を
検
討
す
る
先
が
大
幅
に

増
え
て
い
る
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
み
る
と
、
上

場
銀
行
・
証
券
等
で
は
、
す
で
に
指

名
委
員
会
等
設
置
会
社
、
監
査
等
委

員
会
設
置
会
社
に
移
行
済
み
の
先
と
、

16
年
度
以
降
に
移
行
を
予
定
・

検
討
中
と
回
答
し
た
先
を
合
わ

せ
る
と
、
全
体
の
３
割
を
超
え

た
（
図
表
２
）。
今
後
、
移
行

に
向
け
た
検
討
を
始
め
る
先
も

出
て
く
る
と
み
ら
れ
、
近
い
将

来
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
の
機
関
設
計
を
採
用
す
る

先
が
過
半
に
達
す
る
可
能
性
も

出
て
き
た
。

　

フ
ィ
デ
ア
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス
は
従
来
か
ら
委
員
会
設
置

会
社
を
採
用
し
て
い
る
が
、
昨

年
、
傘
下
の
荘
内
銀
行
、
北
都

銀
行
を
監
査
等
委
員
会
設
置
会

社
に
移
行
さ
せ
た
。
機
関
設
計

の
点
で
は
、
メ
ガ
バ
ン
ク
よ
り

も
一
歩
先
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
に
近
づ
け
る
改
革

を
実
現
。
規
制
対
応
で
は
な
く
、

本
気
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
に

取
り
組
む
姿
勢
を
示
し
た
こ
と

が
海
外
投
資
家
に
好
感
さ
れ
、

外
国
人
持
株
比
率
が
大
幅
に
上

昇
し
た
と
い
う
。

③
委
員
会
の
設
置
状
況

　

委
員
会
の
設
置
状
況
の
点
で
は
、

法
定
あ
る
い
は
任
意
の
形
態
で
監
査

・
指
名
・
報
酬
の
各
委
員
会
と
も
設

置
が
進
む
見
通
し
だ
。
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
を
み
る
と
、
各
委
員
会
に
つ
い

て
、
す
で
に
設
置
済
み
の
先
と
、
16

年
度
以
降
に
設
置
を
予
定
・
検
討
中

と
回
答
し
た
先
を
合
わ
せ
る
と
、
40

〜
50
％
と
な
っ
た
（
図
表
３
）。
そ

れ
ぞ
れ
の
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は

独
立
社
外
取
締
役
が
含
ま
れ
、
彼
ら

が
客
観
的
な
立
場
で
監
督
機
能
を
果

た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。　

④
取
締
役
会
議
長
と
代
表
取
締
役
の

分
離

　

取
締
役
会
議
長
は
、
監
督
者
と
し

て
の
象
徴
的
な
存
在
だ
。
取
締
役
会

議
長
と
代
表
取
締
役
の
分
離
は
「
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
」
へ
の
移
行

決
意
表
明
と
い
え
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
を
み
る
と
、
す
で
に
14
％
の
先

が
取
締
役
会
議
長
と
代
表
取
締
役
の

分
離
を
実
践
し
て
い
る
。
取
締
役
会

議
長
に
は
、
独
立
社
外
取
締
役
あ
る

い
は
代
表
権
を
返
上
し
た
会
長
な
ど

非
執
行
取
締
役
が
就
任
し
て
い
る
。

16
年
度
以
降
も
取
締
役
会
議
長
と
代

表
取
締
役
の
分
離
は
さ
ら
に
進
む
見

監査委員会
を設置

指名委員会
を設置

報酬委員会
を設置

リスク委員
会を設置

2015年度 21％ 31％ 36％ 4％
2016年度以降
（予定・検討中を含む） 40％ 39％ 45％ 4％

監査役会
設置会社 小計 監査等委員会

設置会社
指名委員会等
設置会社

2015年度 85％ 15％ 6％ 9％
2016年度以降
（予定・検討中を含む） 68％ 32％ 24％ 8％

取締役
うち独立社外取締役

2015年度 10．5人 2．1人

独立社外取締役が複数名 独立社外取締役が
全体の３分の１以上

2015年度 73％ 15％
2016年度以降
（予定・検討中を含む） 84％ 18％

〔図表１〕 社外取締役の選任

〔図表２〕 機関設計

〔図表３〕 法定・任意の委員会設置
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通
し
だ
（
図
表
４
）。

⑤
取
締
役
会
の
議
案

　

取
締
役
会
の
監
督
機
能
を
強
化
す

る
目
的
で
、
執
行
役
員
等
に
権
限
を

移
譲
し
て
、
取
締
役
会
に
上
程
す
る

議
案
の
絞
込
み
や
見
直
し
を
行
う
動

き
が
広
が
っ
て
い
る
。

　

監
督
と
執
行
が
分
離
し
て
い
な
い

「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
ボ
ー
ド
」
で
は
、

個
別
の
執
行
に
係
る
議
案
が
次
々
に

上
程
さ
れ
る
。
取
締
役
会
に
同
席
し

て
い
る
社
外
監
査
役
に
投
票
権
は
な

く
、
違
法
の
疑
い
が
な
け
れ
ば
発
言

す
る
必
要
も
な
い
た
め
、
不
都
合
は

な
い
。
し
か
し
、
独
立
社
外
取
締
役

が
選
任
さ
れ
、
取
締
役
会
で
監
督
者

と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な

る
と
、
個
別
の
執
行
案
件
を
次
々
に

上
程
す
る
よ
う
な
取
締
役
会
の
運
営

は
許
容
さ
れ
な
い
。
独
立
社
外
取
締

役
の
仕
事
は
、
個
別
の
執
行
案
件
を

承
認
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　

こ
れ
ま
で
取
締
役
会
に
上
程
さ
れ

た
議
案
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
、
執

行
に
係
る
案
件
を
除
外
し
、
そ
れ
ら

の
承
認
権
限
を
執
行
役
員
等
に
移
譲

す
る
よ
う
規
程
類
を
見
直
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で

は
、
す
で
に
議
案
の
見
直
し
を
実
施

済
み
、
あ
る
い
は
16
年
度
以
降
、
見

直
し
を
予
定
・
検
討
中
と
回
答
し
た

先
は
54
％
と
過
半
に
達
し
た
（
図
表

４
）。
こ
の
結
果
を
み
る
限
り
、
今

回
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
趣
旨
に
関

す
る
理
解
は
相
応
に
進
み
始
め
た
と

い
え
よ
う
。

　

第
三
銀
行
の
岩
間
弘
頭
取
は
、
改

正
会
社
法
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
コ
ー
ド
を
熟
読
し
、
そ
の
趣

旨
を
実
現
す
る
た
め
、
監
査
等
委
員

会
設
置
会
社
へ
の
移
行
を
決
断
し
た
。

指
名
、
報
酬
に
関
す
る
意
見
を
監
査

等
委
員
か
ら
も
ら
う
た
め
、
諮
問
委

員
会
も
設
置
し
た
。
常
務
会
に
権
限

を
委
譲
し
、
取
締
役
会
の
議
事
を
絞

っ
た
と
こ
ろ
、
議
論
が
活
性
化
し
、

取
締
役
会
の
時
間
は
か
え
っ
て
伸
び

た
。
取
締
役
会
と
は
別
に
代
表
取
締

役
と
独
立
社
外
取
締
役
会
と
の
意
見

交
換
会
も
始
め
た
。
セ
ミ
ナ
ー
で
岩

間
頭
取
は
「
こ
れ
か
ら
は
、
社
内
、

社
外
を
問
わ
ず
、
同
じ
土
俵
で
責
任

を
も
っ
た
議
論
を
戦
わ
せ
る
こ
と
が

重
要
だ
」
と
述
べ
た
。

広
が
り
始
め
た 

Ｒ
Ａ
Ｆ
導
入
の
動
き

　

独
立
社
外
取
締
役
に
監
督
機
能
を

発
揮
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
機
関

設
計
や
取
締
役
会
の
運
営
を
変
え
る

だ
け
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。

経
営
理
念
・
目
標
を
明
確
に
し
た
う

え
で
、
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
の

内
部
統
制
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
、

独
立
社
外
取
締
役
に
説
明
し
、
承
認

を
得
る
必
要
が
あ
る
。

　

欧
米
の
金
融
機
関
は
「
利
益
を
あ

げ
れ
ば
何
を
や
っ
て
も
よ
い
」
と
の

理
念
な
き
経
営
姿
勢
を
と
っ
た
結
果
、

金
融
危
機
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
の

真
摯
な
反
省
に
基
づ
い
て
、
経
営
理

念
・
目
標
を
「
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ

ト
」
と
し
て
文
書
化
（
Ｒ
Ａ
Ｓ
）
し
、

そ
れ
ら
を
起
点
と
す
る
内
部
統
制
の

枠
組
み
を
「
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ
ト
・

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」（
Ｒ
Ａ
Ｆ
）
と

し
て
再
構
築
し
た
（
図
表
５
）。

　

経
営
者
か
ら
み
れ
ば
、
Ｒ
Ａ
Ｓ
、

Ｒ
Ａ
Ｆ
は
社
外
取
締
役
に
「
説
明
責

任
」
を
果
た
す
際
の
有
効
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
と
な
る
。

ま
た
、
独
立
社
外
取
締
役
か
ら
み
れ

ば
、「
監
督
責
任
」
を
果
た
す
際
の

価
値
判
断
の
基
準
と
な
る
。
さ
ら
に
、

Ｒ
Ａ
Ｓ
、
Ｒ
Ａ
Ｆ
を
組
織
内
に
浸
透

さ
せ
れ
ば
、
役
職
員
の
健
全
な
リ
ス

ク
カ
ル
チ
ャ
ー
の
醸
成
に
役
立
つ
。

　

す
で
に
日
本
で
も
メ
ガ
バ
ン
ク
、

大
手
証
券
、
保
険
会
社
な
ど
先
進
的

な
金
融
機
関
で
は
、
Ｒ
Ａ
Ｓ
を
作
成

し
、
Ｒ
Ａ
Ｆ
を
導
入
し
て
経
営
管
理

に
活
用
し
て
い
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
で
は
、
現
時
点
で
Ｒ
Ａ
Ｓ
の
作
成
、

Ｒ
Ａ
Ｆ
の
導
入
を
実
施
済
み
と
回
答

し
た
先
は
全
体
の
約
１
割
で
あ
っ
た
。

16
年
度
以
降
、
Ｒ
Ａ
Ｓ
の
作
成
や
Ｒ

Ａ
Ｆ
の
導
入
を
予
定
・
検
討
中
と
回

答
し
た
先
を
含
め
る
と
、
約
３
割
に

増
え
る
見
通
し
に
あ
る
（
図
表
６
）。

〔図表４〕 取締役会の議長・議案

取締役会の議長 取締役会の議案

独立社外取締役ある
いは非執行取締役に
する

執行役員に権限委譲
し、監督機能を強化
するように、上程事
項を見直し

2015年度 14％ 36％

2016年度以降
（予定・検討中を含む） 16％ 54％
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実
際
、
滋
賀
銀
行
な
ど
の
地
域
銀

行
で
も
Ｒ
Ａ
Ｓ
の
作
成
、
Ｒ
Ａ
Ｆ
の

導
入
に
取
り
組
む
先
が
増
え
て
い
る
。

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
地
域
銀
行

と
大
手
金
融
機
関
で
は
リ
ス
ク
ア
ペ

タ
イ
ト
は
異
な
る
。
同
じ
地
域
銀
行

で
あ
っ
て
も
、
経
営
理
念
や
沿
革
、

顧
客
基
盤
、
資
産
・
負
債
構
造
な
ど

の
違
い
か
ら
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ
ト
は

や
は
り
異
な
る
。
ま
た
、
リ
ス
ク
ア

ペ
タ
イ
ト
を
起
点
と
し
て
構
築
す
る

内
部
統
制
の
手
法
・
ツ
ー
ル
も
多
種

多
様
で
あ
り
、
ど
の
手
法
・
ツ
ー
ル

が
よ
い
か
は
一
概
に
い
え
な
い
。
そ

の
点
を
理
解
し
、
独
立
社
外
取
締
役

を
含
め
、
関
係
者
で
十
分
に
議
論
し

て
自
ら
に
合
っ
た
Ｒ
Ａ
Ｓ
の
作
成
、

Ｒ
Ａ
Ｆ
の
導
入
を
進
め
る
こ
と
が
重

要
だ
。

社
外
取
締
役
の
監
督
下
で

内
部
監
査
の
改
革
を
促
す

　

国
際
社
会
で
は
１
９
８
０
年
代
ご

ろ
か
ら
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任
が

進
む
と
同
時
に
、
そ
の
指
揮
下
に
内

部
監
査
部
門
を
お
く
慣
行
が
広
が
っ

た
。
経
営
者
不
正
が
相
次
い
で
起
こ

っ
た
た
め
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
が
、
独
立
社
外
取
締
役
が
「
監
督

責
任
」
を
果
た
す
た
め
に
内
部
監
査

の
プ
ロ
集
団
を
集
め
、
彼
ら
を
指
揮

し
て
経
営
者
に
よ
る
執
行
状
況
を
客

観
的
に
検
証
す
る
の
は
、
む
し
ろ
当

然
の
こ
と
だ
。

　

ま
た
、
経
営
者
に
と
っ
て
も
独
立

社
外
取
締
役
を
通
じ
た
別
の
ラ
イ
ン

か
ら
客
観
的
な
情
報
を
得
る
こ
と
は

有
用
で
あ
る
。
経
営
者
が
気
づ
か
な

か
っ
た
こ
と
や
、
経
営
者
に
は
直
接

い
い
に
く
い
こ
と
が
内
部
監
査
部
門

か
ら
独
立
社
外
取
締
役
を
経
由
し
て

遠
慮
な
く
伝
わ
る
た
め
、
経
営
者
と

し
て
も
適
切
な
改
善
策
を
立
て
や
す

く
な
る
か
ら
だ
。

　

国
際
社
会
で
は
、「
１
線
」
と

「
２
線
」
は
経
営
者
の
指
揮
下
に
お

き
、「
３
線
」
と
し
て
の
内
部
監
査

部
門
は
独
立
社
外
取
締
役
の
指
揮
下

に
お
く
の
が
一
般
的
だ
（
図
表
７
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
企
業
で
は
、

「
１
線
」「
２
線
」「
３
線
」
す
べ
て

が
経
営
ト
ッ
プ
の
指
揮
下
に
お
か
れ

て
い
る
。
こ
の
た
め
、
独
立
社
外
取

締
役
と
内
部
監
査
部
門
は
「
連
携
」

関
係
に
あ
る
と
さ
れ
、
多
く
の
場
合
、

独
立
社
外
取
締
役
は
内
部
監
査
結
果

の
報
告
を
受
け
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

独
立
社
外
取
締
役
が
「
監
督
責

〔図表６〕リスクアペタイト・フレームワークの構築

リスクアペタ
イト・ステー
トメントを策
定している

リスクアペタ
イト・フレー
ムワークを構
築している

2015年度 ８％ ９％

2016年度以降
（予定・検討中を含む） 26％ 33％

〔図表５〕 リスクアペタイト・フレームワーク

・　格付　××　を維持しうる範囲でリスクテイクを行い、収益力を高める。

・　資本の範囲内で、信用集中リスクをテイクする。

・　期間利益を稼得するために金利リスクをテイクする。

・　金利上昇に伴う評価損の発生を  ○ 年分の期間利益の範囲内とする。

・　リスクプロファイルが不明確な投資は行わない。

・　 顧客の信頼を失わないように、顕在化した事件・事故等の再発防止と、潜在的
なリスク事象の未然防止に努める。

業務・収益計画、コンプラ方針、リスク管理

方針、リスク枠・損失限度、ストレステスト、

報酬制度、研修計画など

リスクアペタイトを起点とした

各種内部統制の枠組み
目　標

リスク 統　制
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任
」
を
果
た
す
た
め
に
は
、
少
な
く

と
も
以
下
の
権
限
を
も
っ
て
、
内
部

監
査
部
門
を
直
接
指
揮
で
き
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

ⅰ
内
部
監
査
の
計
画
・
予
算
を
承
認

す
る

ⅱ
内
部
監
査
の
結
果
報
告
を
直
接
受

け
る

ⅲ
不
祥
事
の
懸
念
が
あ
る
と
き
内
部

監
査
部
門
に
調
査
を
命
じ
る

ⅳ
内
部
監
査
部
門
長
の
選
・
解
任
を

承
認
（
同
意
）
す
る

　

内
部
監
査
部
門
の
指
揮
命
令
系
統

を
表
現
す
る
と
き
、「
第
一
義
的
な

職
務
上
の
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ラ
イ

ン
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。
こ
れ

は
単
純
に
内
部
監
査
の
結
果
を
報
告

す
る
先
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
内
部

監
査
業
務
の
統
括
責
任
者
を
意
味
し

て
い
る
。

①
内
部
監
査
の
第
一
義
的
な
職
務
上

の
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ラ
イ
ン

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
み
る
と
、
現

時
点
で
内
部
監
査
の
第
一
義
的
な
職

務
上
の
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ラ
イ
ン

は
「
独
立
社
外
取
締
役
」
あ
る
い
は

独
立
社
外
取
締
役
を
含
む
「
監
査
委

員
会
」
で
あ
る
と
回
答
し
た
先
は
ご

く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
16

年
度
以
降
、
内
部
監
査
の
第
一
義
的

な
職
務
上
の
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ラ

イ
ン
を
「
監
査
委
員
会
」
と
す
る
方

向
で
検
討
中
と
回
答
し
た
先
を
含
め

る
と
約
１
割
に
達
し
て
い
る
（
図
表

８
）。

　

一
部
の
先
進
的
な
金
融
機
関
で
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
意

識
し
て
内
部
監
査
の
「
レ
ポ
ー
テ
ィ

ン
グ
・
ラ
イ
ン
」（
指
揮
命
令
系

統
）
の
見
直
し
を
進
め
始
め
た
。
第

三
銀
行
で
は
、
内
部
監
査
部
門
は
組

織
上
、
取
締
役
会
の
下
に
お
か
れ
て

い
る
が
、
独
立
社
外
取
締
役
が
委
員

長
を
務
め
る
監
査
委
員
会
が
実
質
的

に
指
揮
す
る
態
勢
と
し
た
。
監
査
計

画
の
承
認
に
事
前
関
与
し
、
監
査
結

果
の
報
告
も
は
じ
め
に
受
け
る
。
社

外
監
査
委
員
へ
の
内
部
通
報
制
度
を

つ
く
り
、
不
祥
事
が
発
覚
し
た
と
き

は
監
査
委
員
会
が
内
部
監
査
部
門
を

直
接
指
揮
す
る
。
監
査
部
長
の
選
・

解
任
に
は
指
名
諮
問
委
員
会
の
同
意

を
必
要
と
す
る
な
ど
、
大
手
行
よ
り

も
独
立
性
の
高
い
監
査
機
能
を
構
築

し
た
。　

　

り
そ
な
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
で
も

組
織
上
、
内
部
監
査
は
社
長
直
属
だ

が
、
今
後
、
監
査
委
員
会
の
実
質
的

な
関
与
を
強
め
て
い
く
方
針
だ
。

　

信
用
金
庫
は
機
関
設
計
に
制
約
が

あ
る
。
城
南
信
金
で
は
、
監
事
会
を

残
し
た
ま
ま
任
意
の
内
部
監
査
委
員

会
を
設
置
し
、
金
庫
外
理
事
を
同
委

〔図表８〕 内部監査のレポーティング・ライン

第一義的な職務上の
レポーティング・ライン

独立社外
取締役 監査委員会

2015年度 ０％ ２％

2016年度以降
（予定・検討中を含む） ２％ 11％

〔図表７〕 ３線モデル

社長ＣＥＯ、執行役員

取締役会・監査委員会（独立社外取締役）

業務

（１線） （２線） （３線）

リスクマネジメント

コンプライアンス

セキュリティ

品質管理

財務管理

検査

内部監査
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員
長
に
選
任
し
た
。
同
委
員
会
の
指

揮
下
で
内
部
監
査
を
行
う
。

　

な
お
、
東
芝
事
件
を
契
機
に
し
て
、

わ
が
国
で
も
よ
う
や
く
社
長
直
属
の

内
部
監
査
の
問
題
点
が
認
識
さ
れ
始

め
た
。
東
芝
で
は
、
社
長
直
属
の
内

部
監
査
部
門
が
不
正
会
計
の
事
実
を

つ
か
み
な
が
ら
報
告
書
に
記
載
せ
ず
、

隠
蔽
に
加
担
し
て
い
た
。
今
後
、
金

融
庁
・
東
証
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会

議
や
法
務
省
の
改
正
会
社
法
見
直
し

に
係
る
研
究
会
等
の
場
を
含
め
、
内

部
監
査
の
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ラ
イ

ン
の
是
正
に
向
け
た
議
論
や
取
組
み

が
広
が
る
だ
ろ
う
。

②
内
部
監
査
の
専
門
職
の
養
成

　

内
部
監
査
部
門
が
独
立
社
外
取
締

役
の
指
揮
下
に
お
か
れ
て
も
、
内
部

監
査
ス
タ
ッ
フ
が
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ

ョ
ン
で
配
属
さ
れ
た
者
ば
か
り
で
、

い
ず
れ
執
行
ラ
イ
ン
に
戻
る
と
い
う

の
で
は
、
独
立
社
外
取
締
役
に
よ
る

指
揮
命
令
は
形
骸
化
し
て
し
ま
う
。

内
部
監
査
の
専
門
職
を
養
成
し
て
、

独
立
性
、
専
門
性
を
確
保
し
な
く
て

は
、
内
部
監
査
は
「
３
線
」
と
し
て

の
本
来
の
機
能
を
発
揮
で
き
な
い
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
み
る
と
、
現

時
点
で
内
部
監
査
部
門
に
執
行
ラ
イ

ン
か
ら
独
立
し
た
専
門
職
を
配
置
し

て
い
る
と
回
答
し
た
先
は
７
％
で
あ

っ
た
。
16
年
度
以
降
、
専
門
職
の
配

置
を
予
定
・
検
討
中
と
回
答
し
た
先

を
含
め
る
と
14
％
に
達
し
た
（
図
表

９
）。

　

新
生
銀
行
で
は
、
内
部
監
査
ス
タ

ッ
フ
は
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、

執
行
ラ
イ
ン
に
は
戻
ら
な
い
。
公
認

内
部
監
査
人
（
Ｃ
Ｉ
Ａ
）
等
の
資
格

取
得
が
義
務
付
け
ら
れ
た
専
門
職
だ
。

将
来
の
経
営
幹
部
を
内
部
監
査
部
門

が
受
け
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
監

査
ト
レ
ー
ニ
ー
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。

内
部
監
査

は
プ
ロ
集

団
が
行
う

と
い
う
の

が
基
本
的

な
考
え
だ
。

　

り
そ
な

ホ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
ス

で
は
、
経

験
が
豊
富

で
専
門
的

能
力
の
高

い
内
部
監

査
ス
タ
ッ

フ
を
「
専

門
系
」
に

認
定
し
て
厚
く
処
遇
し
、
内
部
監
査

部
門
内
で
活
用
し
て
い
る
。

　

金
融
機
関
の
内
部
監
査
ス
タ
ッ
フ

は
、
一
般
企
業
に
比
べ
て
質
・
量
と

も
に
充
実
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

内
部
監
査
ス
タ
ッ
フ
の
人
数
は
一
般

企
業
の
場
合
、
役
職
員
の
０
・
１
％

程
度
に
す
ぎ
な
い
が
、
金
融
機
関
の

場
合
、
１
〜
２
％
と
多
い
。
公
認
内

部
監
査
人
（
Ｃ
Ｉ
Ａ
）
の
有
資
格
者

も
、
そ
の
半
数
以
上
は
金
融
機
関
の

出
身
者
と
い
わ
れ
て
い
る
。
金
融
機

関
に
は
、
内
部
監
査
の
専
門
職
と
な

り
う
る
人
材
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

金
融
機
関
で
育
成
さ
れ
た
内
部
監
査

の
専
門
職
は
将
来
、
一
般
企
業
や
他

業
態
の
監
査
委
員
長
、
内
部
監
査
部

門
長
な
ど
に
転
じ
て
キ
ャ
リ
ア
を
積

む
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
日
本
企
業

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
を
担
う
貴
重
な

人
材
と
な
る
。

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は 

実
践
先
行
で

　

会
社
法
の
改
正
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
適
用
開
始

を
契
機
に
、
日
本
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
改
革
は
始
ま
っ
た
。
会
社
法
・
コ

ー
ド
を
読
み
な
が
ら
、
ガ
バ
ナ
ン
ス

改
革
を
進
め
て
い
る
企
業
が
多
い
と

思
う
。
金
融
機
関
で
あ
れ
ば
、
バ
ー

ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
「
銀
行
の
た

め
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
諸

原
則
」
に
準
拠
し
て
態
勢
整
備
を
図

る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
革
は

実
践
先
行
が
本
来
の
姿
だ
。
今
後
、

会
社
法
、
コ
ー
ド
の
見
直
し
・
改
訂

が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の

結
果
を
待
つ
必
要
は
な
い
。
優
れ
た

実
践
が
先
行
し
、
そ
れ
ら
が
会
社
法
、

コ
ー
ド
に
反
映
さ
れ
て
い
く
。
ま
ず
、

自
ら
が
必
要
と
考
え
る
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
改
革
に
踏
み
出
す
こ
と
が
重
要
だ
。

（
本
稿
に
お
け
る
意
見
等
は
筆
者
の
個
人

的
見
解
で
あ
り
、必
ず
し
も
日
本
銀
行
の

公
式
な
見
解
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
。）

〔図表９〕 内部監査の専門職の配置

執行ラインから独立した専門職を配置

2015年度 ７％

2016年度以降
（予定・検討中を含む） 14％

う
す
い　

し
げ
き

83
年
日
本
銀
行
入
行
。
金
融
機
構
局

金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
企
画
役
（
現

職
）。
11
年
３
月
、
日
本
金
融
監
査

協
会
を
設
立
。
同
協
会
・
リ
ス
ク
ガ

バ
ナ
ン
ス
研
究
会
の
有
力
メ
ン
バ

ー
。
京
都
大
、
一
橋
大
、
埼
玉
大
、

慶
應
義
塾
大
、
千
葉
商
科
大
、
大
阪

経
済
大
で
客
員
教
授
・
講
師
を
務
め

る
。
著
書
に
「
リ
ス
ク
計
量
化
入

門
」「
内
部
監
査
入
門
」（
共
著
、
金

融
財
政
事
情
研
究
会
）。
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